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平成１７年４月１１日 
 

練馬区立光が丘第八保育園運営業務委託プロポーザル募集要領 

 
１ プロポーザルの趣旨 
 練馬区では、新行政改革プランに基づき、「区立施設委託化・民営化実施計画」を策定し、

平成１７年度に 1園、平成１８年度に２園の既設保育園を運営委託する計画を公表しまし
た。 
 多様化する就労形態や生活スタイルの中、保育園に求めるサービスも保育時間の延長や

休日保育の実施など、多岐にわたるようになってきています。このような保護者の皆様の

ご要望に的確にお応えするために、練馬区では民間の力を活用して、より効率的な保育園

の運営を行い、保育サービスの充実を積極的に進めていく予定です。 
 今回の運営業務委託の受託事業者の選定にあたっては、現在の保育園運営の良い面を継

承していくことはもちろんのこと、常に保育園児および保護者の視点に立って、かつ効率

的で質の高いサービスを提供できる事業者に託すべく、プロポーザル方式で実施するもの

です。 

２ 参加資格 
 次の事項をいずれも満たす法人  
（１）認可保育所を 1園以上含み、認証保育所またはそれと同等以上の保育施設を複数運
営している法人 
（２）現在、運営する認可保育所について、平成１７年８月３１日までに新たに第三者評

価を実施できる法人  

３ 施設名・所在地 
 練馬区立光が丘第八保育園   練馬区光が丘五丁目２番３号 

４ 施設概要 
 延べ床面積  ９１１㎡ 
 構  造   鉄筋１４階建ての１階部分 公団住宅併設 
 施設図面   別紙のとおり 
 開設年月日  昭和６２年４月 

５ 準備委託期間および運営業務委託期間 
準備委託期間    平成１７年６月１日から平成１７年８月 31 日までの間で指定す

る期間  
運営業務委託期間  平成１７年９月１日～平成１８年３月３１日 

６ 年齢別入所定員（現在） 
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 

１５ ２１ ２１ ２２ ２３ ２３ １２５ 
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  ※ ０歳児は、１００日から（定員７名）受け入れ 
  ※ 障害児（原則認定は 3歳児からで、受入れは３名まで）含む 
 
７ 基本保育時間（現在） 
 １１時間（午前７時３０分から午後６時３０分） 
  ただし、満１歳未満は、午前８時３０分から午後５時００分までの間の８時間 

８ 延長保育（現在） 
 １時間（午後６時３０分から午後７時３０分） 
  ただし、満１歳以上が対象 

９ 開園日（現在） 
 月曜日から土曜日まで（日曜日、祝日、年末年始（１月２日・３日、12 月 29 日～31 日）を除

く） 

10 委託内容 
（１）委託内容は、保育園の運営業務とする。保育所保育指針（平成１１年１０月２９日

づけ児発第 799号厚生省児童家庭局長通知）に基づき保護者との連携を密にし、全体的
な保育計画および個別の指導計画のもと、保育園児を保育する。また、保育園児が一日

の生活の大半を保育園ですごすことから、「安全の確保」「健康の保持」および「衛生の

保持」などについては、細心の注意を払い保育すること。 
（２）障害児保育については、練馬区障害児保育実施要綱に基づき統合保育を行うこと。 

また、障害児保育に関する練馬区の指導に従うとともに、研修の実施や、実務のサポー

トを行う専門のスタッフを配置するなど、事業者として障害児保育を支援する体制をつ

くること。 
（３）特に年度途中の委託実施となることから、平成１７年度中は既に作成されている光

が丘第八保育園の年間保育計画を継続維持するものとする。 
（４）練馬区として、平成 17 年 9 月以降に練馬区職員によるフォロー体制をとるので、
受託者は、連携を密にして円滑な移行に努めること。 
（５）保育園の運営にあたっては、保育の安定性と継続性を確保することが極めて重要で

ある。そのため、練馬区は、委託の継続性を契約上最大限考慮する。受託者はその趣旨

を十分理解し、安定的な事業運営を行うとともに、将来を見据えた保育サービスの充実

に努めること。 
（６）保育園運営業務のうち調理業務は、受託者の直営かつ園内調理とし、給食は保育園

児個人の発達状況、摂取状況、アレルギーなどに合わせて提供すること。 
 

11 法令等の遵守 
（１）児童福祉法、児童福祉施設最低基準等関係法令に適合すること。 
（２）東京都保育所設置認可の基準を満たすこと。 
（３）その他保育園運営業務に伴う関連法規を遵守すること。 
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12 運営業務委託にあたっての保育サービス等の条件（特別保育事業） 
（１）延長保育  １）午前 7時 00分から午前 7時 30分まで 
         ２）午後 6時 30分から午後 8時 30分まで 
         ３）定員は、特に設けない。（ただし、満１歳以上が対象） 
 
 
（２）一時保育  １）平成１８年１月４日からの実施 
         ２）保育時間（午前７時３０分から午後６時３０分） 

３）定員は、事前登録制で１0名。 
 
（３）休日保育  １）平成１８年１月４日からの日曜日、祝日の保育実施 
         ２）保育時間（午前７時３０分から午後６時３０分） 
         ３）定員は、事前登録制で３0名。（ただし、満１歳以上が対象） 
 
（４）年末保育  １）12月 29日、30日の保育実施 
         ２）保育時間（午前７時３０分から午後６時３０分） 

３）定員は、事前申込制で 30名。（ただし、満１歳以上が対象） 
 
（５）受託者側職員、保護者および練馬区職員の参画する「保育園運営委員会（練馬区主

催）」に出席すること。 
（６）園長以下の配置職員は、引継ぎ計画に基づき、各職員の準備委託開始期日までに、

研修等事前準備を行い配置すること。 
（７）練馬区が行う保育園運営に関する第三者評価および利用者アンケート等について、

協力すること。 
 

13 職員数等 
（１）職員配置  
  下記の職員配置以上の配置をすること。（練馬区の年齢別定員に対する配置基準によ

る） 
 常 勤 職 員（現在） 
園 長 保育士 栄養士 看護師 調 理 用 務 合 計 

１ ２３ １ １ ３ １ ３０ 

  ※ 「別添資料」保育士配置体制を参照  
 保育士のクラス別配置  

 ０歳 

ひよこ 

1歳 

うさぎ 

2歳 

りす 

３歳 

ひつじ 

４歳 

ぱんだ 

５歳 

きりん 

主任    

一般 6 5 4 2 2 2 

非常勤  1     
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※ 主任はフリーとして各クラスの補助  
※ 一般保育士 1名がフリーとして各クラスの補助  

※ 非常勤は保育補佐員（1日 8時間 月 16 日）  
 
前項（１）から（４）に定める特別保育事業の実施にあたり、上記の配置基準を準用

して、別途職員を配置すること。 
 
（２）園長は、保育士登録済みで園長または主任保育士に準じた経験を有する者とし、保

育実務経験が２５年以上または同等の経歴、識見、能力を有すると、委託事業者選定

委員会が認めた者とする。 
園長は専任とし、他の施設と兼務しない者とする。 

（３）常勤保育士の各クラスの配置は、年齢別定員に対する配置基準に準ずること。また、

常勤保育士は、各クラス１名以上保育実務経験１２年以上の者を配置し、保育実務経

験６年以下の保育士の割合を２０％以内とするとともに、男性保育士の配置にも配慮

すること。また、主任保育士は保育実務経験２０年以上とすること。クラス担任とな

る常勤保育士のうち、少なくとも３名は障害児保育の担任経験がある者とする。 
（４）看護師または保健師は、実務経験５年以上の者を配置すること。 
（５）栄養士は、集団給食の実務経験を５年以上で、アレルギー対応の経験と０歳児給食

の経験を有する者を配置すること。 
（６）調理のうち１名以上は、集団給食の実務経験５年以上の者を配置すること。 
   保育園での調理経験者を複数配置すること。 
（７）非常勤職員については、雇用形態によらず、現在の基準以上の配置をすること。 
（８）職員の配置にあたっては、在籍園児との関係を重視して、原則として年度途中での

交代は行わないこと。雇用の継続性を考慮すること。 

14 保育園運営における練馬区と受託者の実施区分 
（１）保育園園医および保育園歯科医の選任、経費の支払いは、練馬区が行う。 
（２）給食の献立は練馬区が作成し、受託者が調理を行うこと。 
（３）アレルギー対応食は、練馬区、保護者、受託者栄養士ほか関係職員と協議を行い、

受託者が調理を行うこと。 
（４）食材の調達は受託者が行うものとするが、調達先については、原則として地元の業

者とする。なお、食材は、基本的には国産食材で、不必要な食品添加物、着色料、遺

伝子組み換え食品及び、これを原材料としたことが明らかな食品は使用せず、安全な

給食を提供すること。 
（５）保育用備品、机椅子等の什器類、厨房備品は、従前のものを使用すること。なお、

今後使用する保育用消耗品（遊具類を含む）、その他消耗品類は受託者が調達すること。 
（６）パソコン類、絵画、その他受託者が独自の判断で必要とするものは、練馬区と協議

のうえ受託者が調達すること。 
（７）園舎清掃、消防設備など定期的に行う保守点検、建物および工作物等の修繕、光熱

水費の負担は練馬区が行う。 
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15 応募期間および提案書等の提出期限（提出された書類については、練馬区情報公開条
例の対象文書になります。） 

（１）応募期間  平成１７年４月１１日（月）～平成１７年４月２２日（金） 
応募方法  所定の申込書を下記書類添付の上、持参または郵送（必着） 
提出書類  法人の決算書等（Ａ４判 各２０部） 
        １）直近 3年間の決算書、決算に関する財務諸表 
         ２）納税証明書（直近 1年以内 法人税、法人事業税、消費税） 

３）事業経歴・実績 
４）代表者の履歴書 
５）役員名簿  
６）社員の構成（保育士については平均年齢、平均勤続年数） 

         ７）事業者の概要  
８）現在運営している施設および事業に関する資料 

         ９）認可保育所施設調書  
10）保育所指導検査結果（直近 2回分） 

         11）第三者評価結果または利用者アンケート結果（実施している場合。
試行期間中の実施を含む）         

（２）提案書等の提出期間  平成１７年４月１１日（月）～平成１７年５月９日（月） 
提案書等の提出方法  持参または郵送（必着） 
提案書類および部数 
① 保育園運営に関する基本的事項（Ａ４判両面印刷左とじ各２０部）  
  １）保育園運営にあたっての基本となる運営方針や目標 
   ２）保育方針とそれに基づく年間保育計画および指導計画 
   ３）一日の保育の流れと一年間の行事計画 
  ４）事故発生時の対応マニュアル、地震・火災等に備えた防災計画、安全管理計画 
  ５）健康管理や衛生管理に対する考え方 
   ６）障害児保育の理念、実施内容、事業者として園に対するサポート体制、職員配

置等（経験者の人数、経験の内容を含む）の考え方 
   ７）延長保育の理念、実施内容、職員配置等の考え方 
  ８）一時保育の理念、実施内容、職員配置等の考え方 
  ９）休日保育の理念、実施内容、職員配置等の考え方 
   10）虐待への対応の考え方 
  11）家庭との連絡・連携の考え方 
   12）地域とのかかわり方 
   13）苦情解決に対する考え方 
  14）保育園運営委員会のかかわり方 

15）給食に対する考え方 
   16）職員配置の考え方 
    職員配置および勤務体制の計画、職員の質を確保していくための考え方 
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    ①採用方法 ②資格 ③経験 ④雇用形態 ⑤賃金体系 ⑥研修体制 ⑦健康管理 
    ⑧配置予定職員の経歴（園長候補者については必須） 
   17）職員の育成に対する考え方 
   18）保育園運営にあたって事業者独自の自主事業や特色について 
   19）事業者としてのサポート体制について 
   20）受託業務の遂行が困難となったときの履行保証に関する考え方および具体的対

応策 

② 見積書（Ａ４判 各２０部） 
  １）1年間にかかる人件費明細を含めた経費の見積書 
（ア）基本保育事業の経費の見積書 
（イ）特別保育事業の経費の見積書 
（ウ）自主事業として提案した経費の見積書 

   ２）準備委託期間にかかる人件費明細を含めた経費の見積書 

③ 準備委託の考え方（Ａ４判 各２０部） 
 練馬区では、運営業務委託への円滑な移行が出来るよう、６月 1 日から８月 31 日
までの間で、指定する期間を準備委託期間として設定します。 
   準備委託にあたって、特に園児や保護者に対する配慮など、どのように取り組んで

いくか、準備委託期間の職員配置等の考え方について、具体的に提案してください。 
    職員配置については、人数、職種別に配置する予定表を作成ください。なお、準備
委託期間には、当初から園長予定者とともに保育実績のある経験豊かな保育士を出来

るだけ多く配置するように配慮してください。 

  ④ 運営提案書の概要（上記①「保育園運営に関する基本的事項」の概要版） 
   プレゼンテーションなど公表を前提として、Ａ４判－２枚両面印刷４ページ２０部

提出。事業者名および事業者等を特定できるよう明記すること。 
   なお、プレゼンテーション当日は１５０部持参すること。 

（３）提出場所  練馬区健康福祉事業本部児童青少年部保育課 （練馬区役所 10階） 
       〒176-0012 練馬区豊玉北 6-12-1（電話）３９９３―１１１１ 
       （FAX）５９８４－１２２０ 

          メールアドレス hoiku@city.nerima.tokyo.jp  

（４）光が丘第八保育園施設見学会 平成１７年４月１７日（日）午前１０時００分から 
参加の場合は、事前に上記へ電話でお申し込みください。 

（５）プレゼンテーションの実施 
  事業者選定プログラムとして、平成１７年５月２１日（土）に実施する。 
時間については、別途通知する。 
 

16 受託予定者の選定等 
（１）受託予定者の決定方法 
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  ① 委託事業者選定委員会の審査に基づき、区長が決定します。 
  ② 審査方法  書類審査、事業者運営施設視察、ヒアリング、プレゼンテーション 
 
（２）受託決定者の公表 
  決定した事業者名について公表します。 

17 提案書作成にあたっての質疑および回答 
（１）質疑資格者  応募申込者に限ります。 
（２）質疑方法   要旨を簡潔にまとめ、文書または電子メールで提出してください。 

平成１７年４月１１日（月）～平成１７年４月２２日（金） 
           持参の場合は平日の午前 9時から午後 5時まで 
（３）回答方法   全応募申込者へ随時、FAXあるいは電子メールで回答します。 

以上  



「別添資料」　保育士配置体制

登園後、各クラス別保育に入るまでの配置体制

　7:30 8:00 8:15 8:30
０歳

０・１歳合同 正１、非１
正１、非２ １歳

正１、非１
２・３歳合同

２～５歳合同 正１、非１
正１、非１ ４・５歳合同

正１、非１
正：正規職員、非：非常勤職員（保育補助員）

※土曜日：8時30分までは、正規１、非常勤１で合同保育

各クラス別保育から降園までの配置体制

　　　16:45 　18:00 　　　　18:30 　19:00  　19:15 19:30
0歳
正１、非２
１歳 １歳
正２、非２ 正１、非１
２歳
正１、非２ ※延長時間帯※延長時間帯 ※延長時間帯
３歳 １～５歳合同１～５歳合同 １～５歳合同
正１、非１ 正１、非３ 正１、非２ 正１、非１

３～５歳合同
４・５歳合同 正１、非１
正１、非１

正：正規職員、非：非常勤職員（保育補助員）

※土曜日：16時30分から17時15分までは、正規２、非常勤１で合同保育
　　　　　17時15分以降は、正規１、非常勤１で合同保育

各
ク
ラ
ス
別
保
育

各
ク
ラ
ス
別
保
育

⇒

⇒





　　
　　　　平成　　年　　月　　日

　　　練　馬　区　長　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

【提出書類】　法人の決算書等（Ａ４判　各２０部）

　　　　　　　　　　　【担当者連絡先】

　　　　　　　　　　　　　　　名　　称

　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　所　　属

　　　　　　　　　　　　　　　担当者名

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　FAX 番号

練馬区立光が丘第八保育園運営業務委託プロポーザル応募申込書

　　　　　練馬区立光が丘第八保育園運営業務委託プロポーザル募集要領に基づき
　　　　　下記書類を添えて応募します。


